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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/022    (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ   5/022   　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月10日(2009.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光を射出する発光素子と、
　該発光素子を支持する支持部材と、
　該支持部材に固定され前記発光素子と電気的に接続された基板と、
　前記発光素子と前記基板とを電気的に接続し、電流を供給する配線と、
　少なくとも一部が光を透過可能であるとともに、前記基板に固定された前記発光素子を
覆うカバー部材と、
　前記基板と前記カバー部材とを固定する固定部材とを備え、
　前記固定部材による前記基板と前記カバー部材との固定力が、前記支持部材と前記基板
との固定力に比べて大きいことを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記固定部材が、前記カバー部材の前記基板と接触する面あるいは内側面に設けられて
いることを特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記固定部材が接着剤であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の光源装
置。
【請求項４】
　前記配線がボンディングワイヤであり、前記発光素子と前記基板とは前記ボンディング
ワイヤのみで接続されていることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記
載の光源装置。
【請求項５】
　前記カバー部材の前記基板と接触する面に凹部が形成され、該凹部に前記接着剤が充填
されていることを特徴とする請求項３に記載の光源装置。
【請求項６】
　前記カバー部材の基板と接触する面の内側面側に開口する凹部が形成され、該凹部に前
記接着剤が充填されていることを特徴とする請求項３に記載の光源装置。
【請求項７】
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　前記カバー部材の一部に前記基板が挿入可能な基板挿入孔が形成され、該基板挿入孔に
前記基板が挿入されているとともに前記接着剤が充填されていることを特徴とする請求項
３に記載の光源装置。
【請求項８】
　前記カバー部材には外側面から内側面に貫通した貫通孔が形成され、該貫通孔に前記接
着剤が充填されていることを特徴とする請求項３に記載の光源装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の光源装置と、
　該光源装置から射出された光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、
　該光変調装置により形成された画像を投射する投射装置とを備えることを特徴とするプ
ロジェクタ。
【請求項１０】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の光源装置と、
　該光源装置から射出された光により被写体を撮像する撮像手段とを備えることを特徴と
するモニタ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明の光源装置は、レーザ光を射出する発光素子と、該発光素子を支持する支持部材
と、該支持部材に固定され前記発光素子と電気的に接続された基板と、前記発光素子と前
記基板とを電気的に接続し、電流を供給する配線と、少なくとも一部が光を透過可能であ
るとともに、前記基板に固定された前記発光素子を覆うカバー部材と、前記基板と前記カ
バー部材とを固定する固定部材とを備え、前記固定部材による前記基板と前記カバー部材
との固定力が、前記支持部材と前記基板との固定力に比べて大きいことを特徴とする。
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